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社会保障審議会生活保護基準部会報告書 
 

平成 29 年 12 月●日 
社会保障審議会生活保護基準部会 

 
Ⅰ はじめに 
 
 ○ 生活保護基準については、平成 23 年２月から常設部会として社会保障審議会

の下に生活保護基準部会（以下「本部会」という。）を設置し、本部会において、

専門的かつ科学的な見地から生活保護基準の評価及び検証を行っている。 
 
○ 本年は、５年に１度実施される全国消費実態調査のデータ等を用いて、生活扶

助基準の検証を行う年に当たる。 
 
 ○ このため、平成 28 年５月から平成 29 年 12 月まで、本部会を●回開催し、平

成 25 年１月 18 日付けの本部会報告書及び平成 27 年１月９日付けの本部会報告

書で検討課題とされた事項を中心に議論を重ねてきた。 
 
 ○ 主な検討事項は以下のとおりである。 
 
  ① 生活扶助基準に関する検証 
  ② 有子世帯の扶助・加算に関する検証 
  ③ 勤労控除及び就労自立給付金の見直し効果の検証 
  ④ 級地制度に関する検証 
  ⑤ その他の扶助・加算に関する検証 
 
 ○ 今般、上記①及び②を中心に、一定の検証結果をとりまとめ、ここに報告する。

とりまとめに至らなかった課題については、今後、継続的に議論を行う必要があ

る。 
 
Ⅱ 生活扶助基準の検証 
 
１ 生活扶助基準の検証方針 
 
○ 生活扶助基準の改定については、昭和 59 年以降、一般国民の消費実態との均
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衡を図る「水準均衡方式」の考え方を採ってきている。 
 
 ○ この点に関しては、平成 25 年報告書において、「これまで生活扶助基準検証の

際参照されてきた一般低所得世帯の消費実態については、なお今後の検証が必要」

と指摘したところである。 
 
○ このため、今回の生活扶助基準の検証については、改めて生活扶助基準と対比

する一般低所得世帯として相応しい所得階層の検証を行った上で、生活扶助基準

の給付水準の検証を行うとともに、平成 24 年検証を踏襲して、年齢、世帯人員、

級地別にみた一般低所得世帯の消費実態との関係について検証を行うこととし

た。 
 
２ 検証に用いる統計データ 
 
 ○ 「平成 26 年全国消費実態調査」の個票データを用いた。 
 
３ 検証方法 
 
 (1) 生活扶助基準の水準の検証方法 
 
  ア 基本的な考え方 
 
   ○ 生活扶助基準の水準の検証については、全国消費実態調査の消費支出デー

タを基に、変曲点の理論（注１）を用いて、消費支出の変動について分析を

行った。 
 

○ 消費支出の変動の分析に当たっては、消費に与える決定要因には所得や貯

蓄など様々な要因が考えられることを踏まえ、貯蓄の影響は消費そのものに

反映されているとの考えに立った消費支出階級別の分析と、従来通りの年収

階級別の分析の両面から分析を行い、生活扶助基準の比較対象として適切な

一般低所得世帯を設定することとした。 
 
 
 
 
    

（注１）所得の減少に伴って、消費支出は減少するものであるが、それまでの生活を 
維持しようとするために、所得が減少しても一定の消費水準を保とうとして消費支出

の推移に抵抗が生じる。それが限界点に達する点を変曲点と解釈するもの。水準均衡

導入時の昭和 58 年の検証において、この考え方に基づいて検証を行っている。 
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  イ モデル世帯の設定 
 

○ 消費支出は、世帯人員数や年齢構成などによって消費の特性等が異なると

考えられることから、モデル世帯を設定して、その消費支出の変動について

分析を行った。 
 

○ モデル世帯の設定については、 
① 稼働年齢期にある世帯と、高齢期の世帯では、家計構造や消費の特性

が異なると考えられること、 
② 生活保護受給世帯の半数以上が高齢者世帯であること、 
③ 子どもに係る消費の状況を把握する必要があること、 
④ 平成 19 年検証において、夫婦子１人世帯と高齢単身世帯の２つのモ

デル世帯が設定されていたこと、 
等を踏まえ、夫婦子１人世帯と高齢者世帯の２つの世帯類型をモデル世帯

として設定した。 
 

○ 高齢者世帯については、平成 19 年検証においては高齢単身世帯がモデル

世帯に設定されているが、高齢単身世帯は生活様式が様々であるが、当該サ

ンプルには偏りが見られる傾向にあることや、サイズが相対的に小さいこと、

全国消費実態調査における高齢単身世帯データの属性分布にやや偏りがみ

られることなどを踏まえ、今回の検証においては、高齢夫婦世帯について分

析対象とした（高齢者２人から構成される世帯。以下同じ。）。 
 
  ウ データサンプルの抽出 

 
①  夫婦子１人世帯 

 
○ 夫婦子１人世帯については、サンプル・サイズを一定程度確保する観点

から、年齢区分は広く設定し、親の年齢は 65 歳未満、子どもの年齢は 18
歳以下（18 歳は高校生に限る。）で構成される世帯を対象とした。 

 
○ データの均質化を図る観点から、就労世帯に限定することとした。さら

に、自営業世帯の場合は、一般的に、年間収入を正確に捕捉することが困

難との指摘があることを踏まえ、自営業世帯は除いた「勤労者世帯」に限

定した。 
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  ② 高齢者世帯 
   ○ 高齢夫婦世帯の年齢設定については、年齢別の就業状況や消費水準等を

勘案し、65 歳以上で構成する世帯を対象とした。 
 
 エ 消費支出階級五十分位別の消費支出データ分析 
 

   ○ 消費支出のデータ分析を行うに当たり、特に高齢者世帯は、他の年齢層に

比べて貯蓄を取り崩して生活費を賄う世帯が多いと想定されることから、貯

蓄が消費に与える影響を考慮した分析が必要である。また、消費の最大の決

定要因が所得であるとする考え方に対して、消費は期待又は予想される収入

を反映しており、一時点の所得や貯蓄を加味した年収階級別の分析よりも、

消費水準別の分析の方が適しているとする考え方もある。このため、サンプ

ル世帯の消費支出データを消費支出額の規模順に並べた上で、五十分位の集

団ごとの消費支出の変化を分析した。 
 
  ○ その上で、消費支出の変化を構造的に捉えるため、各消費支出費目の支出

弾力性（注２）を計算し、 
    ・ 支出弾力性が１未満の消費支出費目を「固定的経費」、 
    ・ 支出弾力性が１以上の消費支出費目を「変動的経費」 
   と整理した上で、固定的経費の支出割合が急激に変化する点を検証した。 
 
  ○ この分析に際しては、消費構造の変化をできる限り統計学的かつ客観的に 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

（注２）消費支出額が１％変化する際に、財・サービスの各費目の消費が何％変化する

かを示す指標。この指標の算出に当たっては、個票データを用いて推計して算出して

いる。具体的な算出方法は、Ⅴ参考資料を参照されたい。 
（注３）固定的経費の支出割合が急激に変化する点は、以下のとおり解釈できる。 

・ 食費や光熱水費などに代表される固定的経費の支出割合は、通常、収入（支出総

額）の低下に伴い緩やかに上昇するが、ある階層以下になると、それまでの緩やか

な上昇傾向と離れて、顕著な上昇傾向を示す分位があると想定される。 
・ 被服費や教養娯楽費などの社会的（変動的）経費について、ある一定の社会活動

に必要不可欠な費用の水準があると仮定すると、所得が減少した場合、固定的経費

の水準を抑制しても、社会的（変動的）経費の消費水準を維持しようとするが、所

得が一定の水準を超えて低くなると、固定的経費の支出が優先され、社会的（変動

的）経費の支出が急激に低下することにより、固定的経費の支出割合が急激に上昇

すると考えられる。 
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捉えるため、統計的分析手法である折れ線回帰分析を採用した。 
 
 オ 年間収入階級五十分位別の消費支出データ分析 

 
○ イの消費支出階級五十分位別の消費支出データ分析は、貯蓄や期待又は予

想される収入の影響を考慮できる一方、低分位には中高所得層が現れる可能

性があることや、これまでの検証との連続性を考慮して、従来通り、年収階

級五十分位別の消費支出データの分析を行い、変曲点（消費支出が急激に変

化する点）を検証した。 
 
○ 月々の家計においては、急な支出や月々の収入では賄えない支出が発生し

た場合、一般的には貯蓄等の資産を活用して遣り繰りされるが、特に高齢者

世帯では、年金等のフローの収入だけでなく、これまでに形成した貯蓄など

の資産を取り崩して消費していることが想定されることから、高齢者世帯の

年収階級の設定に当たっては、貯蓄額を考慮することとした。（注４） 
 
○ 年収階級別の消費支出分析を行うに際しても、消費動向の変化をできる限

り統計学的かつ客観的に捉えるため、統計的分析手法である折れ線回帰分析

を採用した。 
 
 (2) 生活扶助基準の年齢、世帯人員、級地別の検証方法 
 
 ア 基本的な考え方 
 

○ 平成 24 年検証においては、年齢階級別、世帯人員別、級地別に設定され

ている生活扶助基準について、それぞれの体系別に、第１・十分位に属する

世帯における消費支出を指数化し、基準額の指数との乖離を検証した。 
 

○ その際、第１類費の年齢別の指数の算出に当たっては、全国消費実態調査

の調査客体には 10 歳代以下の単身世帯がほとんど存在しないため、統計的 
 

 
 
 
 
 

（注４）高齢者の貯蓄の考慮方法については、平成 19 年検証の方法と同様に、貯蓄額

を平均余命で除して１年間当たりの貯蓄額を推計し、その額を年間収入に加える方法

を採用した。平均余命は、第 22 回完全生命表（厚生労働省）を参照した。 
（高齢者世帯の貯蓄額を考慮する方法） 
 年間収入＋（資産－負債）／平均余命＝貯蓄を考慮した年間収入 
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    分析手法である回帰分析を用いた。 
 

○ 今回の検証においては、平成 24 年検証の手法に改善を加えつつ踏襲し、

年齢別、世帯人員別、級地別に消費支出を指数化して、現行基準額の指数と

の乖離を検証した。 
 
 ① 指数を算出する際に用いる所得階層データ 
 
  ○ 今回の検証においてどの所得階層に属する世帯のデータを用いるか

については、平成 24 年検証と同様に第１・十分位に属する世帯のデー

タを用いる案と、標準的な家計構造を捉えることが可能な全所得階層の

データを用いる案の２案を検討した。 
 

   ○ 検討の結果、以下の点を考慮し、年収階級第１・十分位（注５）に属

する世帯の生活扶助相当支出を用いて指数を算出した。 
    ・ 一般低所得世帯の実態を捉えることが可能であること。 
    ・ 平成 24 年検証との連続性があること。 
 
 ② 指数を算出する際の回帰分析 
 
  ○ 平成 24 年検証において、第１類費における年齢別の指数の算出に当

たっては回帰分析を用い、世帯人員別及び級地別の指数の算出に当たっ

ては実データを用いた。 
 
  ○ 今回の検証においては、第１類費の年齢別の指数と級地別指数の相互

の影響を補正するために、年齢別の指数の算出に加え、級地別の指数の

算出に当たっても、回帰分析を用いることとした。 
 
  ○ また、級地別の指数については、平成 24 年検証において、第１類費

生活扶助相当支出額と第２類費生活扶助相当支出額の合計額を用いて

算出したが、第１類費の年齢別の指数をより精緻に算出するために、級 
 

 
 
 

 

（注５）具体的には、世帯人員別１人当たり年収階級第１・十分位の所得階層を採用し

た。なお、世帯人員別１人当たりに換算する年収は、世帯に働く規模の経済性が全く

働かないと考えられている。 



（案） 

7 
 

      地別の指数を第１類費と第２類費それぞれに分けて算出することとし

た。 
 

○  さらに、世帯人員別の指数の算出については、平成 24 年検証と同様

に、実データを用いる場合と回帰式を用いる場合の２つの方法により検

証した。 
 
 ③ 第１類費の年齢区分 

 
 ○ 第１類費の年齢区分については、これまで、０～２歳、３～５歳、６～ 

11 歳、12～19 歳、20～40 歳、41～59 歳、60～69 歳、70 歳以上の８区

分としてきた。 
 

    ○ そのうち、17 歳以下の子どもの年齢区分については、子どもの就学状

況等により必要な生活費にも変動が考えられることから、未就学時期の０

～５歳、小学生６～11 歳、中高生 12～17 歳の区分とすることとした。 
  

○ 18 歳以上の成人期については、 
・ 身体機能や社会活動の状況や実際の消費支出の差については、年齢

による差よりも個人のライフスタイル等による影響が大きく、年齢差

を考慮しないことがより妥当と考えられること、 
・ 60～64 歳については、老齢年金受給開始前の年齢で、近年就業率

も上昇しており、成人期と同等に取り扱うことが適当であること 
から、18～64 歳までを一つの区分としてまとめることとした。 

 
○ 65 歳以上の高齢期については、身体機能や社会活動の状況の変化に伴

い、消費支出も 65 歳の前後及び 75 歳の前後を境にしてそれぞれ変化がみ

られることから、65～74 歳、75 歳以上の２つの区分とすることとした。 
 
４ 検証結果 
 
 (1) 生活扶助基準の水準の検証結果 
 
  ア 夫婦子１人世帯の検証結果 
 

① 消費構造の変化に関する分析 
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   ○ 消費支出階級五十分位別における固定的経費の支出割合の上昇傾向に

ついて、その傾向が有意に変化する点を折れ線回帰分析により分析を行っ

た結果、消費支出階級第 11・五十分位値（第 11・五十分位と第 12・五十

分位の境界値）で、固定的経費の支出割合が、有意に上方に変化している

ことが確認された。 
 
   ○ 消費階級第 11・五十分位値の消費支出額（第 11～12 五十分位の平均消

費支出額）は、約 19 万８千円（197,762 円）となっている。 
 

折れ線回帰分析による固定的経費・変動的経費の割合（夫婦子１人世帯）

 
 

  ② 年収階級別の消費支出の変化に関する分析（変曲点分析） 
 
   ○ 年収階級五十分位別の消費支出について、消費支出が急激に減少する分位

について、折れ線回帰分析により検証した。 
 

○ 折れ線回帰分析の結果、第２～６・五十分値の間で、消費支出額が有意に

変化していることが確認されたが、変曲点がいずれの分位に存在するか判然

としなかったため、消費支出額の対数をとることによってデータを補正した

結果、第３・五十分位値を境として、第１～３・五十分位の回帰直線の傾き

と第４～17・五十分位の回帰直線の傾きに、有意な差があることが認められ

た。 
 
○ 上記の折れ線回帰分析から得られる第３・五十分位値の消費支出額の理論
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値は、約 20 万２千円（201,841 円）であった。 
 

折れ線回帰分析による消費支出額（対数）（夫婦子１人世帯） 

  
 
  ③ 夫婦子１人世帯の比較対象とする所得階層 
 
   ○ ①及び②における分析の結果をまとめると、 

・ 消費構造（固定的経費の支出割合）の変化に関する分析においては、消

費支出階級第 11・五十分位値付近で、固定的経費の支出割合が有意に上

昇している点が確認された。 
・ 消費支出の変動（変曲点）に関する分析においては、年収階級第３・五

十分位値付近で、消費支出が急激に低下する点（変曲点）が確認された。 
    ・ 上記の２点における消費支出の金額は、①消費支出階級第 11・五十分

位値の場合、約 19 万８千円（197,762 円）、②年収階級第３・五十分位値

の場合約 20 万２千円（201,841 円）と、ほぼ近似している結果となった。 
 

     ○ 一方、従前から比較対象分位として参照してきた年収第１・十分位の平均

消費支出額は、約 20 万２千円（202,240 円）となっており、上記の分析結

果に基づいた消費支出額と同等の水準となっている。 
 
    ○ これらを総合的に勘案すると、夫婦子１人世帯の生活扶助基準については、

夫婦子１人世帯の年収階級第１・十分位の世帯を比較対象とする所得階層と

考えることが適当である。 
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  ④ 夫婦子１人世帯における現行の生活扶助基準の妥当性 
 
   ○ 夫婦子１人世帯の年収階級別及び消費支出階級別の折れ線回帰分析の結

果を基に、現行の生活扶助基準額と年収階級第１・十分位の生活扶助相当支

出額との比較を行った。 
 
   ○ その結果、夫婦子１人世帯の現行の生活扶助基準額 136,495 円に対して、

夫婦子１人世帯の年収階級第１・十分位の生活扶助相当支出額は、外れ値±

２σの場合 134,254 円、外れ値±３σの場合 136,638 円となり、概ね均衡し

ていた。 
 
  イ 高齢者世帯の検証結果 
 

① 消費構造の変化に関する分析 
 

○ 高齢夫婦世帯については、消費支出階級第６・五十分位値（第６・五

十分位と第７・五十分位の境界値）で、固定的経費の支出割合が、有意

に上方に変化していることが確認された。 
 

○ 高齢夫婦世帯の消費支出階級第６・五十分位値（第６～７・五十分位

の平均）における消費支出額は、約 12 万５千円となっている。 
 
折れ線回帰分析による固定的経費・変動的経費の割合（高齢夫婦世帯） 
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  ② 年収階級別の消費支出の変化に関する分析（変曲点分析） 
○ 年収階級五十分位別の消費支出について、消費支出が急激に減少する分位

について、折れ線回帰分析により検証した。 
 

○ 折れ線回帰分析の結果、第９・五十分値を境として、第９・五十分位の回

帰直線の傾きと第 10～26・五十分位の回帰直線の傾きに、有意な差がある

ことが認められた。 
 
○ 上記の折れ線回帰分析から得られる第９・五十分位値（第９・五十分位と

第 10・五十分位の平均）における消費支出額は、約 18 万５千円となってい

る。 
 

折れ線回帰分析による消費支出額（高齢夫婦世帯） 

 
 
  ③ 高齢者世帯に関する分析結果の取扱い 
 

○ ①及び②における分析の結果をまとめると、 
・ 消費構造（固定的経費の支出割合）の変化に関する分析においては、高

齢夫婦世帯については、消費支出階級第６・五十分位値付近で、固定的経

費の支出割合が有意に上昇している点が確認された。 
・ 消費支出の変動（変曲点）に関する分析においては、年収階級第９・五

十分位値付近で、消費支出が低下する点が確認された。 
・ 上記の２点における消費支出の金額は、①消費支出階級第６・五十分位

値の場合、約 12 万５千円（124,792 円）、②年収階級第９・五十分位値の
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場合約 18 万５千円（184,532 円）となり、両者の分析結果に乖離が見ら

れた。 
    ・ この年収階級第９・五十分位値に相当する消費支出額は、消費支出階級

第 18・五十分位付近に相当し、消費構造の変化に関する分析結果と大き

く乖離している。これは、貯蓄を年収換算する方法等に何らかの課題があ

ることに起因するものと考えられ、高齢夫婦世帯の年収階級別の分析の評

価については、課題が残る結果となった。 
 

ウ 生活扶助基準の水準の検証結果（まとめ） 
 

   ○ 夫婦子１人世帯の年収階級第１・十分位の生活扶助相当支出と生活扶助基

準が概ね均衡することを確認し、生活扶助基準と比較する一般低所得世帯と

して、夫婦子１人世帯の年収階級第１・十分位を設定した。 
 
 (2) 生活扶助基準の年齢、世帯人員、級地別の検証結果 
 
  ○ 生活扶助基準の水準の検証について、夫婦子１人世帯と高齢夫婦世帯の２つ

のモデル世帯を設定したところであるが、展開の基軸として用いるモデル世帯

としては、 
    ・ 若年者と高齢者で基軸を分けることについては、現行の体系では第２類

費について年齢差を設けていないことや、若年者と高齢者との組み合わせ

の世帯に関する基準額設定の考え方等について課題があること、 
    ・ 夫婦子１人世帯と高齢夫婦世帯のいずかのモデル世帯で展開することを

検討する場合、子どもの費用なども含んでいる夫婦子１人世帯から展開す

ることが妥当であると考えられること、 
    ・ 従来から、基準の展開については、夫婦子１人世帯（標準３人世帯）を

基軸としてきたこと 
   から、今回の検証においても夫婦子１人世帯を基軸とすることとした。 
 
  ○ 高齢夫婦世帯における生活扶助基準の水準の検証結果については、夫婦子１

人世帯を基軸として展開を行った上で、展開後の高齢夫婦世帯の基準額との乖

離がないか確認を行った。 
 

ア 年齢階級別（第１類費）の基準額の検証 
 
 ○ 全年齢平均の生活扶助相当支出額を１とした場合の各年齢階級別の指数
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は以下のとおりである。 
 

    
イ 世帯人員別（第１類費及び第２類費）の基準額の検証 
 
 ○ 世帯人員別の指数については、実データを用いる場合と回帰分析を用いる

場合の２つの方法により算出した。 
 
  ① 実データを用いる場合 
 
   ○ 単身世帯の生活扶助相当支出額を１とした場合の世帯人員別の指数

は以下のとおりである。 
 
 第１類費 

世帯人員 単身 2 人 3 人 4 人 5 人 
消費の実態 1.00 1.71 2.15 2.40 2.84 
生活扶助 
基準（現行） 

1.00 1.77 2.51 3.07 3.57 

 
第２類費 
世帯人員 単身 2 人 3 人 4 人 5 人 
消費の実態 1.00 1.47 1.63 1.70 1.70 
生活扶助基

準（現行） 
1.00 1.23 1.45 1.51 1.61 

 
  ② 回帰分析を用いる場合 
 
   ○ 単身世帯の生活扶助相当支出額を１とした場合の世帯人員別の指数

年齢 0－5 6－11 12－17 18－64 65－74 75
－ 

消 費 の

実態 
0.97 0.99 1.04 1.03 0.98 0.89 

生 活 扶

助 基 準

（現行） 

0.78 0.94 1.07 1.06 1.00 0.92 
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は以下のとおりである。 
  
第１類費 
世帯人員 単身 2 人 3 人 4 人 5 人 
消費の実態 1.00 1.52 2.11 2.70 3.15 
生活扶助 
基準（現行） 

1.00 1.77 2.51 3.07 3.57 

 
第２類費 
世帯人員 単身 2 人 3 人 4 人 5 人 
消費の実態 1.00 1.28 1.56 1.81 2.00 
生活扶助基

準（現行） 
1.00 1.23 1.45 1.51 1.61 

 
   ③ ①実データと②回帰分析による結果の比較 
 
    ○ 第１類費については、２人世帯の指数の結果に着目すると、現行の基準

の指数と比べて、①の実データの結果は近似するのに対して、②の回帰分

析の結果は指数に開きがある。 
 
    ○ 第２類費については、現行の基準の指数と比べて、①の実データ、②の

回帰分析共に、全般的に消費の実態に基づく指数が高い結果となっている

が、①の実データでは２人世帯及び３人世帯の指数の差が大きいのに対し

て、②の回帰分析は４人以上の多人数世帯の差が大きい。 
 

ウ 級地別（第１類費・第２類費）の基準額の検証 
 
 ○ 全級地平均の生活扶助相当支出額を１とした場合の級地別の指数は以下

のとおりである。 
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  第１類費 
級地 1－1 1－2 2－1 2－2 3－1 3－2 
消費の実態 1.09 1.06 1.00 1.00 0.94 0.90 
生活扶助基

準（現行） 
（ 第 １ 類

費・第２類費

共通） 

1.11 1.06 1.00 0.98 0.93 0.89 

 
第２類費 
級地 1－1 1－2 2－1 2－2 3－1 3－2 
消費の実態 1.03 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 
生活扶助基

準（現行） 
（ 第 １ 類

費・第２類費

共通） 

1.11 1.06 1.00 0.98 0.93 0.89 

 
 (3) (1)と(2)を総合的に勘案した場合の基準額の水準 
 

ア 夫婦子１人世帯から展開した各類型別の生活扶助基準額 
 

○ 夫婦子１人世帯における水準の検証結果を基に、代表的な世帯類型につい

て年齢階級別、世帯人員別、級地別の指数を反映した場合の影響を機械的に

計算すると、以下のとおりとなった。 
なお、世帯員の年齢、世帯人員、居住する地域の組み合わせにより、各世

帯への影響は様々であることに留意されたい。 

 
①世帯人員別の指数を実データで算出する場合 

世帯類型 
検証結果を機械的に反映する場合の 

生活扶助基準額への影響 
１級地の１ ２級地の１ ３級地の２ 

夫婦子１人世帯 －2.4% 0.2% 5.0% 
夫婦と 18 歳未満の

子２人世帯 －13.7% －11.4% －3.8% 

高齢単身世帯 
（65 歳） －8.3% －4.9% －0.3% 
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高齢夫婦世帯 
(共に 65 歳) －0.8% 2.7% 7.3% 

若年単身世帯 
(50 代) －6.1% －2.7% 1.9% 

母親と 18 歳未満の

子１人世帯 4.9% 8.6% 13.4% 

 ※ ①の検証結果を完全に反映する場合の高齢夫婦世帯の基準額は、高

齢夫婦世帯の折れ線回帰分析により確認した分位（消費支出階級第６

～７・五十分位の平均）の生活扶助相当支出額 109,245 円と概ね均衡

する。 
 

②世帯人員別の指数を回帰分析で算出する場合 

世帯類型 
検証結果を機械的に反映する場合の 

生活扶助基準額への影響 
１級地の１ ２級地の１ ３級地の２ 

夫婦子１人世帯 －3.4% 0.6% 5.4% 
夫婦と 18 歳未満の

子２人世帯 －3.3% 0.5% 9.1% 

高齢単身世帯 
（65 歳） －6.8% －1.7% 3.2% 

高齢夫婦世帯 
(共に 65 歳) －11.1% －6.5% －2.3% 

若年単身世帯 
(50 代) －4.7% 0.4% 5.2% 

母親と 18 歳未満の

子１人世帯 －6.1% －1.3% 3.1% 

 ※ ②の検証結果を完全に反映する場合の高齢夫婦世帯の基準額は、高

齢夫婦世帯の折れ線回帰分析により確認した分位（消費支出階級第６

～７・五十分位の平均）の生活扶助相当支出額 109,245 円と比べて 
－7.8%程度下回る。 

 

イ ①実データと②の回帰分析の比較 
 

 ○ ①の実データによる方法と②の回帰分析による方法には、それぞれ以下の

特徴があると考えられる。 

 

  ① 実データ 

   ・ 実データは平成 24年の検証で用いていること。 

・ 高齢夫婦世帯の基準額が高齢夫婦世帯について行った検証結果に近似

すること。 

     ・ 実データでは、全国消費実態調査の特性上、単身世帯と多人数世帯の
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指数が小さく出ている可能性があること。 

 

  ② 回帰分析 

    ・ サンプルの偏りを一定程度是正できること。 

   ・ 理論値であること。 

   ・ 第１類費のみならず、第２類費についても人員数の増加に伴う指数の

伸びが大きいこと。 

   ・ ２人世帯の指数が①の実データよりも小さく、高齢夫婦世帯の基準額

が高齢夫婦世帯について行った検証結果と乖離していること。 

 

 ○ また、実際の消費支出の状況を補正するためには、サンプルの偏りを補正

する必要性とその方法の妥当性について一定程度の合理的理由が求められ

る中で、②の回帰分析の指数が①の実データに基づく指数と乖離している原

因等について、十分に解明するには至らなかった。 

 

 ○ 加えて、①及び②に共通して、夫婦子１人世帯や高齢者世帯について、展

開により機械的に得られる基準額をそれぞれの世帯別の年収階級第３・五分

位の平均生活扶助相当支出額と比較すると、夫婦子１人世帯の展開後の基準

額は中間所得層の消費水準の６割を超える見込みの一方で、高齢者世帯の展

開後の基準額では５割台になってしまうことが見込まれる。 

 
【参考】 
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 (1) 検証結果の反映について 
 

○ 今回の検証手法は、一つの透明性の高い一つの妥当な手法である一方、これ

までの検証方法との継続性、整合性にも配慮したものであることから、これが

唯一の手法というものではない。 
 

  ○ 今回は、夫婦子１人世帯について、生活扶助基準額と年収階級第１・十分位

の生活扶助相当支出額の均衡を確認しただけであり、そこから展開した様々な

世帯類型における生活扶助基準額と一般低所得世帯の生活水準の均衡を確認

できてはいない。 

 

○ 全国消費実態調査による消費実態の捕捉に限界があることや、多人数世帯は

子どもがいる世帯が大部分を占めていることなどが起因して、、単身世帯と多

人数世帯の指数が小さく出ている可能性がある。特に、中学生や高校生のいる

世帯については、家計が教育費等に圧迫されるために生活扶助相当支出が縮小

している可能性があることなど、算出した指数が必要な消費水準を十分に反映

していない可能性も否定できない。このため、子どもの健全育成のための費用

が確保されない恐れがある。 

 
○ 今後、厚生労働省において具体的な基準の見直しを検討する際には、今回の

検証結果を考慮しつつも、同時に検証方法について一定の限界があることに留

意する必要がある。また、今回の検証では、世帯人員別の指数の算出方法につ

いて複数の方法を示しているが、理論的にみていずれかの方法のみに絞り込め

なかったことに鑑みると、制度の考え方の連続性を重視することにより個々の

世帯の生活に急激な変更を生じさせない配慮も重要である。このような視点を

含めて、現在生活保護を受給している世帯や一般低所得世帯への影響に十分配

慮し、検証結果を機械的に当てはめることのないよう、強く求めるものである。 
 
 (2) 全国消費実態調査のデータに基づいた検証手法について 
 
  ○ 一般世帯との均衡を図る水準均衡方式の考え方からすれば、一般世帯の消費

実態のデータに基づいて検証を行うことは一つの妥当な考え方であるが、その

ような検証方法を採る場合、使用するデータが正しく国民の実態を捉えている

という前提が必要である。 
 
  ○ 全国消費実態調査については、現在実施されている消費支出に関する調査の

中ではサンプル数も多く、構造分析が可能な調査ではあるが、日計式調査の負

担もあって、単身世帯のサンプルの安定性や家計内容記帳の確実性などの点で、
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国民の消費実態をそのまま反映しているとは言い難い面もある。 
 
  ○ 特に、生活保護受給世帯の約８割が単身世帯であることからも、単身世帯の

生活実態を把握することは極めて重要であるが、単身世帯のデータについては、

全国消費実態調査においてもサンプルの確保などに課題があると指摘されて

いる。 
 
  ○ このような限界の下では、データの分析結果のみで判断するのではなく、最

低生活費とはどのように考えるべきか、理論上の考え方の整理等を行った上で、

その理論をデータで検証することが重要である。 
 
  ○ 加えて、今後も消費データに基づいて生活扶助基準の検証を行っていくので

あれば、厚生労働省としても、例えば、社会保障生計調査を発展させて家計の

具体的な姿を確認できるようにするなど、独自の調査の実施等も含めて、デー

タの整備や分析の精度向上に取り組むべきである。 
 
 (3) 級地について 
 

○ 級地については、地域によって消費構造に違いがあると考えられるが、生活

様式や環境の違いが全て消費支出に現れるものではなく、それらの違いを１つ

のデータによって把握することには限界がある。また、これまでの市町村合併

などの影響から、同一の級地区分内であっても消費実態に差が生じていること

なども懸念される。 
 
○ 今後、級地制度のあり方に関する検討に当たっては、級地指定の見直しだけ

ではなく、どのような指標により地域別の生活水準の違いを評価することがで

きるのか、生活水準の地域差の要因分析など、調査研究事業を速やかに開始し

た上で、今後も引き続き本部会において議論を重ねていく必要がある。 
 
 (4) 水準の検証について 
 
  ○ 生活扶助基準の水準の検証に当たっては、比較対象とするモデル世帯の設定

に際して、貯蓄等の資産の考慮方法、世帯構成や就労の状態など、どのような

世帯と比較することが適当なのか、引き続き検討を重ねる必要がある。 
 

(5) 第１類費及び第２類費の区分 
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  ○ 現行の生活扶助基準については、個人的経費である第１類と世帯共通経費で

ある第２類に区分して設定しており、第１類の基準額は個人の年齢による消費

の差に着目して年齢別に設定するとともに、世帯人員数によるスケールメリッ

トも考慮して逓減率を設定している。 
    一方、第２類の基準額については、世帯人員数によるスケールメリットを考

慮して世帯人員別に基準額を設定しているが、年齢による消費の差は考慮して

いない。 
 
  ○ この第２類については、平成 19 年検証の報告書において年齢による消費の

差がみられると指摘されていることを踏まえ、本部会では、第１類費と第２類

費に分類する必要性や、分類する場合における消費支出費目の仕分けの方法等

について議論を行ったが、見直すべき方向性の結論を得るには至らなかった。 
 
 ○ 今後、第１類費と第２類費の区分の在り方について議論を深めていく必要が

ある。 
 

 (6)  新たな検証手法の開発について  
 
○ 現行の水準均衡方式については、一般世帯の消費水準が低下すると、それに

あわせて変動する方式であり、それに伴い基準の低下が起こりうるものである。

その上、モデル世帯を基軸として、年齢、世帯人員、級地別の消費実態に基づ

き、基準額表へ展開する現在の検証方法は、これまで述べてきたように、さら

に多くの課題を抱えている。 
 
○ 一般低所得世帯との均衡のみで生活保護基準の水準を捉えていると、比較す

る消費水準が低下すると絶対的な水準を割ってしまう懸念があることから、こ

れ以上下回ってはならないという水準の設定についても考える必要がある。例

えば、栄養摂取基準などからみて最低生活保障水準を満たすものとなっている

かなど、データに基づいて得られた生活保護基準が、健康で文化的な生活を送

ることができる水準なのか検証することも必要である。 
 
○ 最低限度の生活を送るために必要な水準とは何か、本質的な議論を行った上

で、単に消費の実態に合わせるとの考え方によらず、理論的根拠に基づいた複

雑ではない検証方法を開発することが求められる。これに早急に、かつ不断に

取り組むために、データの収集・分析や新たな検証手法の検討を継続的に行う

体制を厚生労働省として整備する必要があり、そのために、年次計画を立てて
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計画的に検討を進めていくことを強く求めたい。 
 

Ⅲ 有子世帯の扶助・加算の検証 
  

(1) 児童養育加算の検証 
 
  ア 検証方針 
 
   ○ 児童養育加算の検証については、当該加算が子どもの教養文化的経費や健

全育成に資するための経費等の特別な需要に対応するものとして設定され

ていた経緯を踏まえ、子どもの健全育成にかかる費用に着目して検証した。 
 

○ 具体的には、子どもの健全育成のためには、教育だけでなく、社会的又は

文化的活動の機会の幅を広げることが重要であるが、学校外活動にかかる費

用は所得の多寡と比例する傾向が見られるため、生活保護受給世帯において

も学校外活動費用が十分に捻出できるよう、学校外活動にかかる費用につい

て検証した。 
 
  イ 検証に用いる統計データ 
 
   ○ 「平成 26 年全国消費実態調査」の個票データを用いた。 
 
  ウ 検証方法 
 
   ○ 生活扶助基準本体に係る検証のモデル世帯として設定した夫婦子１人世

帯の年収階級十分位別の学校外活動費用を集計した上で、年収階級第１・十

分位の水準と中位階層の水準を比較して、その差を検証した。 
 
  エ 検証結果 
 
   ○ 夫婦子１人世帯の年収階級第１・十分位の学校外活動費用の平均額が約６

千円であるのに対し、中位階層（年収階級第５～６・十分位の平均）の平均

額は約１万６千円であり、１万円の差が確認された。 
 
   ○ なお、現行の児童養育加算の対象者は児童手当制度に倣い、中学生までと

しているが、子どもの健全育成にかかる需要については、高校生にも必要で
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あると考えられる。 
 

(2) 母子加算の検証 
 
  ア 検証方針 
 
   ○ 母子加算については、ひとり親世帯のかかり増し費用に着目して検証を行

うことを基本として、ふたり親世帯とひとり親世帯の消費実態の差を検証し

た。 
  イ 検証に用いる統計データ 
 
   ○ 「平成 26 年全国消費実態調査」の個票データを用いた。 
 
  ウ 検証方法 
 
   ○ ひとり親世帯において、ふたり親世帯と同程度の生活水準を送るために必

要な消費支出を検証する。具体的には、子どもの費用に関する先行研究（注

６）を参考に、ひとり親（子１人）世帯が夫婦子１人世帯の固定的経費の支

出割合と同じ割合で生活する場合の消費支出額について回帰分析を用いて

算出した上で、実際のひとり親（子１人）世帯の消費支出に相当する額との

比較を行い、その差額をひとり親世帯のかかり増し費用と捉えて検証した。 
 
  エ 検証結果 
 
   ○ 生活扶助基準の水準の検証に際して、夫婦子１人世帯の消費支出階級別に

おける折れ線回帰分析により確認した消費構造が変化する分位は、消費支出

階級第１１・五十分値であり、回帰分析を用いて算出したその固定的経費の

支出割合は、52.6%であった。 
 
 
 
 
 
 
 
 

（注６）「エンゲル係数を用いた分析」 
  子どもにかかる費用分析に用いられる手法。同程度のエンゲル係数（食費のシェア）

の世帯は、同程度の厚生水準（生活水準）であると仮定して、子どもがいる世帯の消

費支出について、子どものいない世帯のエンゲル係数を当てはめた場合の消費支出を

計算した上で、実際の消費支出との差を子どもにかかる費用としてみなしてその費用

の分析を行うとされている。 
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   ○ そこで、ひとり親（子１人）世帯が、上記の固定的経費の割合 52.6%の水

準を満たすために必要な生活扶助相当支出額について回帰分析を用いて算

出した結果、約 13 万円となった。 
 
   ○ 上記の約 13 万円が、ひとり親（子１人）世帯が夫婦子１人世帯と同程度

の生活水準の生活を送るために必要な費用を考えると、その約 13 万円とひ

とり親（子１人）世帯の生活扶助相当支出額（第１類費及び第２類費）との

差額を母子加算として評価することが適当である。 
 

 (3) 教育扶助及び高等学校等就学費の検証 
 
  ア 検証方針 
 
   ○ 教育扶助及び高等学校等就学費の検証については、義務教育や高校学校等

の就学に必要な費用が十分に賄われているかという観点から、平均的な学校

教育にかかる費用を検証した。 
 
   ○ なお、学校外の教育にかかる費用についても議論したが、児童養育加算の

検証において、子どもの健全育成にかかる費用として学校外活動費用を対象

としたことから、教育扶助及び高等学校等就学費の検証については、学校外

活動費用除いた教育関連費用を対象として検証した。 
 
  イ 検証に用いる統計データ 
 
   ○ 「平成 26 年子供の学習費調査」の個票データを用いた。 
 
  ウ 検証方法 
 
   ○ 現行の教育扶助及び高等学校等就学費においては、教材代や校外活動費用

などについては実費支給をしているほか、以下の３つの費用については、金

銭給付を行っている。 
    ・ 全生徒が共通して日常的に必要と考えられる費用（基準額） 
    ・ 家庭内学習に必要な費用やクラブ活動に要する費用（学習支援費） 
    ・ 制服などの入学時に必要となる費用（入学準備金） 
 
   ○ 今回の検証では、上記の金銭給付の費目について、対象範囲や給付水準の
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妥当性を検証するとともに、効果的な支給方法の在り方についても検討した。 
 
   ○ また、高等学校等就学費については、自立助長の観点から、高校への進学

支援に資する効果的な給付方法について検証した。 
 
  エ 検証結果 
 
   ① 基準額部分 
 
    ○ 文房具などの日常的に必要な費用については、平均的な費用を金銭給付

として支給する現行の方法が適当である一方、体操服や楽器など、購入時

にまとまった一定の額が必要となる費用については、実費で支給すること

が適当である。 
 
   ② 学習支援費 
 
    ○ 現行の対象としている家庭内学習費用などの学校外活動にかかる費用

については、子どもの健全育成にかかる費用に対応する加算の対象として

整理することが適当である。 
 
    ○ 一方、学校教育費用のうち、教科外活動費用であるクラブ活動費用につ

いては、活動の状況に応じて必要な費用が賄える水準を、実費で支給する

ことが適当である。 
 
    ○ なお、実費支給に当たっては、福祉事務所において必要な費用の支給が

適切になされるよう、厚生労働省においては、地方自治体に対して十分周

知されたい。 
 
   ③ 入学準備金 
 
    ○ 入学準備金については、支給上限額を設けて、実費相当を支給すること

とされているが、入学時に必要な費用がその時点では十分に賄えないとの

指摘があり、入学準備にかかる費用の実態を踏まえて支給することが適当

である。 
 
    ○ また、現行では、入学時の１回限りの支給としているが、制服などの入
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学時に揃えるものは個々の子どもの成長によって耐用年数が変化するも

のであり、就学中に買い換えが必要な場合が想定されることから、福祉事

務所が必要やむを得ないと認めた場合は複数回支給することを認めるこ

とが適当である。 
 
   ④ 高校の就学費用 
 
    ○ 高等学校等就学費については、一般世帯との均衡や他法他施策との関係

を踏まえて、公立学校に相当する費用を支給対象の範囲として設定してい

る。 
 
    ○ 私立高校の就学費用については、教育施策において様々な対応が検討さ

れているところであり、生活保護制度では、それ以外の部分への対応とし

て、高校受験に際して、入学考査料の支給回数が１回限りとなっている現

行の取扱いを改め、複数回の支給を認めることが適当である。 
 

(4) 留意事項 
 
 ○ 有子世帯の扶助・加算の見直しに当たっては、生活扶助と合わせた子育て世

帯の家計の全体像を評価する必要がある。こうした視点から、子育て世帯に係

る扶助基準の変更が子どもの健全育成に逆行することのないよう、十分配慮す

ることを求めたい。 
 
Ⅳ その他 
 
 ○ これまでの生活扶助基準、住宅扶助基準及び勤労控除等の見直しの影響につい

ては、本部会に対し厚生労働省から資料の提出がなされたので、これを参照され

たい。 
 
 ○ 今回行う基準額の見直しによる影響についても、その実態を継続的に把握し、

今後の検証の際には参考にする必要がある。 
 
 ○ 生活扶助基準の定期検証年以外の年における社会経済情勢の生活扶助基準へ

の反映方法や、全国消費実態調査の実施年以降の社会経済情勢の変化の検証結果

への反映については、議論を十分に尽くすことが出来ず、今回の検証における判

断を見送ることとした。 



（案） 

26 
 

   なお、社会経済情勢や制度が大きく変化した際においても、最低生活保障の水

準が急激に低下することがないよう、必要な措置を講じることは当然である。 
 
 ○ また、その他の扶助・加算については、まずは厚生労働省において、検証に必

要なデータの収集・整理や検証手法の開発を、データが利用可能となる時期を踏

まえて、適切に行っていくことを求めたい。 
 
 ○ 特に、各種加算については、生活扶助基準（第１類費及び第２類費）では賄い

きれない特別な需要に対応するためのものであり、特別な需要（生活課題）は何

か、その特別な需要に対応するためにはどのような費用が必要かという観点から、

他法他施策との関係にも留意しながら検証を行う必要がある。 
 
Ⅴ 参考資料 
 
１ 消費支出階級五十分位別の消費支出データ分析 
 
 (1) 分析の考え方 
 

○ 各費目の支出弾力性（消費支出が１％増加するとき、当該支出費目が何％変

動するかを示した指標）に着目し、支出弾力性が１未満の費目を「固定的経費」、

１以上の費目を「変動的経費」と定義する。さらに、消費支出額を変化させた

時に固定的経費の支出割合が急激に変わる点を検証する。 
 
 (2) 使用データ 
  

○ 夫婦子１人世帯、高齢夫婦世帯とする。なお、生活保護を受給していると推

察される世帯は除去している。その条件は以下のとおり。 
 

（生活保護受給世帯と推察される条件） 
・ 支出費目「ＮＨＫ受信料」、「保健医療（医科）」、「保健医療（歯科）」、「個

人住民税」、「土地家屋借金返済」がいずれも「０」 
・ 「住宅ローン」なし 
・ 収入費目「他の社会保障給付」の計上がされている（※） 
※ 児童手当受給対象世帯は、当該世帯が受給されると見込まれる児童手

当以上の額が計上されている場合に限る。 
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 (3) 固定的経費、変動的経費の判定 
 
  ア 判定方法の考え方 
 

○ (2)に掲げた世帯類型別に消費支出総額及び用途分類における各支出費目

を用いて回帰分析を行い、各費目の支出弾力性が１を有意（有意水準：５％）

に下回った場合、固定的経費に、１を有意（有意水準：５％）に上回った場

合、変動的経費にそれぞれ分類する。なお、１を有意に上回らなかった（下

回らなかった）費目については、その上位項目の固定的経費、変動的経費の

格付で代替することとする。 
        
  イ 判定に用いた回帰式 

 
○ ln ( ) = + η  ln ( ) とする。なお、 は第 i 支出費目の消費支出、Y
は消費支出総額、ηは第 i 支出費目の支出弾力性である。 

          
  ウ 固定的経費、変動的経費の判定結果 
 
   ○ 固定的経費、変動的経費の判定結果は次頁のとおりとなった。 
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注：「－」は、大分類かつ、有意な結果とならなかったため、判定を行うことができなかった

費目である。 
 

夫婦子1人世帯 高齢夫婦世帯
固定 固定
固定 固定

米 固定 固定
パン 固定 固定
麺類 固定 固定

他の穀類 固定 固定
固定 固定

生鮮魚介 固定 固定
塩干魚介 固定 固定

魚肉練製品 固定 固定
他の魚介加工品 固定 固定

固定 固定
生鮮肉 固定 固定
加工肉 固定 固定

固定 固定
牛乳 固定 固定

乳製品 固定 固定
卵 固定 固定

固定 固定
生鮮野菜 固定 固定
乾物・海藻 固定 固定
大豆加工品 固定 固定

他の野菜・海藻加工品 固定 固定
固定 固定

生鮮果物 固定 固定
果物加工品 固定 固定

固定 固定
油脂 固定 固定

調味料 固定 固定
固定 固定
固定 固定

主食的調理食品 固定 固定
他の調理食品 固定 固定

固定 固定
茶類 固定 固定

コーヒー・ココア 固定 固定
他の飲料 固定 固定

変動 固定
変動 変動

一般外食 変動 変動
学校給食 固定 固定

固定 固定
変動 変動
固定 固定
変動 変動

設備材料 固定 変動
工事その他のサービス 変動 変動

固定 固定
固定 固定
固定 固定
固定 固定
固定 固定
固定 -
変動 変動

家事用耐久財 変動 変動
冷暖房用器具 固定 固定

一般家具 固定 固定
固定 変動
固定 固定
固定 変動
固定 固定
固定 変動

室内装備・装飾品
寝具類

家事雑貨
家事用消耗品

家事サービス

電気代
ガス代

他の光熱
上下水道料

家具・家事用品
家庭用耐久財

外食

賄い費
住居

家賃地代
設備修繕・維持

光熱・水道

果物

油脂・調味料

菓子類
調理食品

飲料

酒類

食料
穀類

魚介類

肉類

乳卵類

野菜・海藻

夫婦子1人世帯 高齢夫婦世帯
変動 変動
固定 固定
変動 変動

男子用洋服 変動 変動
婦人用洋服 変動 変動
子供用洋服 固定 固定

変動 変動
男子用シャツ・セーター類 変動 変動
婦人用シャツ・セーター類 変動 変動
子供用シャツ・セーター類 固定 固定

変動 変動
男子用下着類 変動 変動
婦人用下着類 変動 変動
子供用下着類 固定 固定

固定 固定
変動 変動
変動 変動
変動 変動
変動 変動
変動 変動
変動 変動
固定 変動
変動 変動

- 変動
変動 変動
変動 変動

自動車等購入 変動 固定
自転車購入 固定 固定

自動車等維持 変動 変動
固定 固定
変動 固定
変動 固定
固定 固定
変動 固定
変動 変動
変動 変動
変動 変動
変動 固定
変動 変動

宿泊料 変動 変動
パック旅行費 変動 変動

月謝類 変動 変動
他の教養娯楽サービス 変動 変動

変動 変動
変動 変動

理美容サービス 変動 変動
理美容用品 変動 変動

身の回り用品 変動 変動
たばこ 固定 固定

他の諸雑費 変動 変動
変動 変動
変動 変動

食料 変動 変動
家具・家事用品 固定 固定
被服及び履物 固定 変動

教養娯楽 変動 変動
他の物品サービス 変動 変動

贈与金 変動 変動
他の交際費 変動 変動

変動 固定仕送り金

書籍・他の印刷物
教養娯楽サービス

その他の消費支出
諸雑費

こづかい（使途不明）
交際費

授業料等
教科書・学習参考教材

補習教育
教養娯楽

教養娯楽用耐久財
教養娯楽用品

保健医療サービス
交通・通信

交通
自動車等関係費

通信
教育

履物類
被服関連サービス

保健医療
医薬品

健康保持用摂取品
保健医療用品・器具

和服
洋服

シャツ・セーター類

下着類

生地・糸類
他の被服

被服及び履物
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 (4) 消費動向の分析 
 
  ア 分析方法の考え方 
 

○ 消費支出が変化する時に固定的経費の支出割合が急激に変わる点を検証

する。 
 

イ 分析に使用するデータ 
 

   ○ Ⅴの１(2)と同じ。 
 
  ウ 検証の方法 
 

○ 各サンプルの固定的経費の支出割合を算出し、折れ線回帰分析を用いて、

消費支出が変化する時の固定的経費の支出割合の動向が統計的に有意（有意

水準：５％）に変化する点を検証する。なお、折れ線回帰分析を行う際は、

あらかじめノット（折れ線回帰直線が折れる可能性がある点）を設定する必

要があるが、このノットを第１～49・五十分位値とした。 
 

  エ 検証結果 
 

○ 以上の条件を基に、折れ線回帰分析を行った結果は次のようになった。 
 
夫婦子 1 人世帯(N=3481) 
○ 折れ線回帰直線の傾き      ○ 折れ線回帰直線の傾きの差の検定結果 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

消費支出分位 直線の傾き
第１～11 -0.013 -9.40 ***
第12～40 -0.008 -12.22 ***

第41 0.057 3.09 **
第42～46 -0.014 -4.90 ***

第47 0.009 1.36
第48～49 -0.006 -4.83 ***

第50 -0.001 -3.78 ***

t値

第１～11 と 第12～40 2.49 *
第12～40 と 第41 3.50 ***

第41 と 第42～46 -3.41 **
第42～46 と 第47 2.71 **

第47 と 第48～49 -2.00 *
第48～49 と 第50 3.33 **

ｔ値比較分位
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高齢夫婦世帯(N=9792) 
○ 折れ線回帰直線の傾き      ○ 折れ線回帰直線の傾きの差の検定結果 

 
 
 
 
 
 
（有意水準は *** : p<0.001  ** : p<0.01  * : p<0.05  †: p<0.1） 

 
○ 夫婦子 1 人世帯については第 11・五十分位値で、高齢夫婦世帯について

は第６・五十分位値で固定的経費の支出割合が有意に上方に変化しているこ

とが確認された。 
 
２ 年収階級五十分位別の消費支出データ分析 
 

  (1) 分析の考え方 
 

○ 年収階級五十分位の消費支出データから変曲点（消費支出が急激に変化す

る点）を検証する。 
 
  (2) 使用データ 
 

○ 夫婦子 1 人世帯、高齢夫婦世帯とする。なお、１と同様、生活保護を受給

していると推察される世帯は除去している。 
 

  (3) 検証の方法 
 

○ 折れ線回帰分析を行うことにより、世帯年収が変化する時の消費支出が統

計的に有意（有意水準：５％）に変化する点を検証する。なお、折れ線回帰

分析を行う際は、あらかじめノット（折れ線回帰直線が折れる可能性がある

点）を設定する必要があるが、このノットを第１～49・五十分位値とした。

また、夫婦子１人世帯については、データのバラツキを一定程度に抑えるた

め、消費支出については対数をとるともに、五十分位毎に平均±２σの外れ

値を除外している。 
 

消費支出分位 直線の傾き
第１～６ -0.030 -18.66 ***
第７～30 -0.015 -27.33 ***

第31 0.020 1.67 †
第32～40 -0.010 -6.43 ***
第41～42 0.001 0.24
第43～46 -0.009 -7.48 ***

第47～50 0.000 0.59

t値

第１～６ と 第７～30 7.83 ***
第７～30 と 第31 2.82 **

第31 と 第32～40 -2.26 *
第32～40 と 第41～42 2.11 *
第41～42 と 第43～46 -2.20 *
第43～46 と 第47～50 6.35 ***

比較分位 ｔ値
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年収分位 直線の傾き
第１ -0.014 -4.68 ***

第２～８ 0.031 7.28 ***
第９ 0.176 3.68 ***

第10～16 0.018 1.48
第17～19 0.157 3.87 ***
第20～23 -0.084 -2.35 *

第24 0.389 3.86
第25～46 0.017 10.64

第47～50 0.006 5.26 ***

t値

 (4) 検証結果 
 

○ 以上の条件を基に、折れ線回帰分析を行った結果は次のようになった。 
 
夫婦子 1 人世帯(N=3481) 
○ 折れ線回帰直線の傾き      ○ 折れ線回帰直線の傾きの差の検定結果 

 
 
 
 
 
  
 
高齢夫婦世帯(N=9792) 
○ 折れ線回帰直線の傾き      ○ 折れ線回帰直線の傾きの差の検定結果 

 
 
 
 
 
 
 
（有意水準は *** : p<0.001  ** : p<0.01  * : p<0.05  †: p<0.1） 

 
○ 夫婦子 1 人世帯については第３・五十分位値で、高齢夫婦世帯については

第９・五十分位値で回帰直線の傾きに有意な差があることが認められた。 
 
３ 年齢階級別（第１類費）の基準額の検証 
 

  (1) 検証の考え方 
 

○ 年齢階級別の生活扶助基準額（第１類費）の比率（指数）と、一般低所得

世帯の第１類費相当消費支出の年齢階級別の比率（指数）について、どの程

度乖離があるかを検証する。 
 
 

年収分位 直線の傾き
第１～３ 0.002 4.84 ***
第４～17 0.001 4.26 ***

第18 0.015 2.50 *
第19 -0.010 -2.25 *

第20～44 0.001 13.81 ***

第45～50 0.000 4.09 ***

t値
第１～３ と 第４～17 -2.31 *
第４～17 と 第18 2.35 *

第18 と 第19 -2.44 *
第19 と 第20～44 2.46 *

第20～44 と 第45～50 -4.22 ***

比較分位 ｔ値

第１ と 第２～８ 8.24 ***
第２～８ と 第９ 2.89 **

第９ と 第10～16 -2.78 **
第10～16 と 第17～19 2.87 **
第17～19 と 第20～23 -3.36 **
第20～23 と 第24 3.66 ***

第24 と 第25～46 -3.66 ***
第25～46 と 第47～50 -4.92 ***

比較分位 ｔ値
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  (2) 検証に用いるデータ 
 

○ 世帯人員別１人当たり年収階級第１・十分位とする。なお、１及び２と同

様に生活保護を受給していると推察される世帯は除去している。さらに、支

出額が極端に高いデータについては、トップコーディングを行うことにより、

99 パーセントタイル値に補正するとともに、第１類費相当支出、第２類費

相当支出のいずれかがゼロであるサンプルは除去している。 
 
  (3) 検証の方法 
 

○ 年齢階級毎の１人当たり消費支出（第１類費相当支出）を指数化し、各年

齢階級の第１類費基準額の指数と比較する。なお、平成 24 年検証から、様々

な年齢構成からなる世帯の消費データから年齢階級別の世帯員１人当たり

の消費額を推計するため、回帰分析を用いているが、今回の検証においても

回帰分析により、年齢階級別の消費支出を推計する。 
 

   ア 回帰式の推定 
 

○ 平成 24 年検証に用いたものを基礎としつつ、世帯の消費支出に影響を

与える要素として、年収も考えられることから、年収を表す変数を追加す

る。また、被説明変数は第１類費相当支出額の自然対数とする。 
 
○ 回帰式の推計結果は次頁の表のとおりである。 
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        ・第１類費相当支出（N = 6603）  

 
        （有意水準は *** : p<0.001  ** : p<0.01  * : p<0.05  †: p<0.1） 

   
イ 年齢階級別消費の指数化 
 
○ 回帰式の係数を用いて年齢階級別の消費の差を指数化する。例えば、６

～11 歳における０～５歳を１とした指数を算出する際には、
( . ( ~ 歳の係数))を ( . ( ~ 歳の係数))で除すことにより算出する。 

 
  (4) 検証の結果 
 

○ 第１類費基準額の年齢階級別の指数と上記(3)で算出した年代別消費の推

計値の指数（いずれも全年齢平均を１としたもの）を比較したところ、以下

のようになった。 
 
○ この結果、第１類費相当支出の年齢間の比率は、現在の生活扶助基準が想

定するものよりもフラットに近いものであるという実態が認められた。 
      

 0~5 歳 6~11 歳 12~17 歳 18－64 65－74 75－ 
消費の実態 0.97 0.99 1.04 1.03 0.98 0.89 
生活扶助基準 0.78 0.94 1.07 1.06 1.00 0.92 

 

係数
定数項 9.63 139.21 ***

0～5歳人員数 0.37 16.9 ***
6～11歳人員数 0.39 17.57 ***
12～17歳人員数 0.44 19.49 ***
18～64歳人員数 0.43 21.23 ***
65～74歳人員数 0.39 16.55 ***
75歳以上人員数 0.28 11.84 ***

世帯人員数の２乗 -0.03 -14.15 ***

１級地１ダミー 0.08 4.35 ***
１級地２ダミー 0.05 2.51 *
２級地２ダミー 0.02 0.81

３級地１ダミー -0.07 -4.83 ***
３級地２ダミー -0.11 -6.15 ***

ネット資産（貯蓄－負債） 0.00 16.59 ***

家賃地代支出の自然対数 -0.01 -9.31 ***

世帯年収の自然対数 0.14 8.94 ***

F値 245.38 ***
自由度調整済み決定係数 0.40

ｔ値
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４ 級地別（第１類費及び第２類費）の基準額の検証 
 

  (1) 検証の考え方 
 

○ 第１類費、第２類費別に、生活扶助基準の級地間較差の比率（指数）と一

般低所得世帯の級地間較差の比率（指数）について、どの程度乖離があるか

を検証する。 
 
  (2) 検証に用いるデータ 
 
     Ⅴの３と同じ。 
 
  (3) 検証の方法 
 

○ 年齢階級別の指数と同様に、回帰分析結果を用いて検証を行う。また、指

数化についても年齢階級別と同様、回帰式の係数を用いて指数化する。例え

ば、２級地１を基準とした１級地１の指数は、 ( . (１級地１の係数))で算出され

る。ただし、係数が５％水準で有意でない級地区分については、２級地１の

消費水準と同じとしている。 
 
○ なお、第２類費についても第１類費と同様に回帰分析を行う必要があるが、

第１類費と同様、平成 24 年検証で用いたものに年収の要素を加え、第２類

費相当支出の自然対数を被説明変数として推定した以下の回帰式を用いる。 
 
・第２類費相当支出（N = 6603）  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

係数
定数項 9.75 138.70 ***
世帯人員数 0.17 8.13 ***
世帯人員数の２乗 -0.01 -5.31 ***
１級地１ダミー 0.04 2.06 *
１級地２ダミー 0.04 1.83 †
２級地２ダミー 0.05 1.70 †
３級地１ダミー 0.00 0.28
３級地２ダミー 0.01 0.67
ネット資産（貯蓄－負債） 0.00 15.47 ***
家賃地代支出の自然対数 -0.03 -22.27 ***
世帯年収の自然対数 0.12 7.56 ***

F値 140.05 ***
自由度調整済み決定係数 0.19

ｔ値
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（有意水準は *** : p<0.001  ** : p<0.01  * : p<0.05  †: p<0.1） 

 
 (4) 検証の結果 
 

○ 第１類費、第２類費別に基準額の級地間較差の指数と上記(3)で算出した級地

間較差の推計値の指数（いずれも全級地平均を１とした指数）を比較したとこ

ろ、以下のようになった。 
 

・１類費 
 １級地１ １級地２ ２級地１ ２級地２ ３級地１ ３級地２ 

消費の実態 1.09 1.06 1.00 1.00 0.94 0.90 
生活扶助基準 1.11 1.06 1.00 0.98 0.93 0.89 

 
・２類費 

 １級地１ １級地２ ２級地１ ２級地２ ３級地１ ３級地２ 
消費の実態 1.03 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 
生活扶助基準 1.11 1.06 1.00 0.98 0.93 0.89 

 
○ この結果、第１類費相当支出の級地間較差の比率は、現在の生活扶助基準が

想定するものと同程度、第２類費相当支出については、現在のものよりもフラ

ットに近いものであるという実態が認められた。 
 
５ 世帯人員別（第１類費及び第２類費）の基準額の検証 
 

  (1) 検証の考え方 
 

○ 第１類費、第２類費別の生活扶助基準額の世帯人員別の比率（指数）が、

一般低所得世帯の生活扶助相当支出額の世帯人員別の比率（指数）と乖離し

ているかを検証する。 
 

  (2) 検証に用いるデータ 
 
   ○ Ⅴの３及びⅤの４と同じ。 
 

(3) 検証の方法 
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   ○ 以下の２つの方法により検証を行う。 
 

ア 実データを用いる場合 
 

○ 世帯人員毎の世帯の消費の平均値（第１類費相当支出、第２類費相当

支出別）を算出して単身世帯を１とした指数にし、各世帯人員の世帯の

基準額の指数と比較する。なお、生活扶助相当支出は、年齢構成や居住

地域（級地区分）、住宅費の状況によって異なることが想定される。こ

のため、第１類費については、世帯人員別の世帯の第１類費相当支出額

を、「年齢体系の検証の結果得られた各年齢階級に応じた第１類費相当

支出額の指数の世帯員一人当たりの平均値」と「級地間較差の検証の結

果得られた第１類費の各級地区分の指数」及び「家賃地代支出の自然対

数に第１類費の回帰式における家賃地代支出の係数を乗じたものの指

数」を乗じたもので除すことにより、第２類費については、世帯人員別

の世帯の第２類費相当支出額を、「級地間較差の検証の結果得られた第

２類費の各級地区分の指数」及び「家賃地代支出の自然対数に第２類費

の回帰式における家賃地代支出の係数を乗じたものの指数」を乗じたも

ので除すことにより、世帯の年齢構成や級地区分、住宅費の状況が同程

度であると想定したときの消費をもとに世帯人員別の指数を算出して

いる。 
 

イ 回帰分析を用いる場合 
 
○ 回帰分析の結果から年齢階級別の指数と同様に、回帰式を用いて検証

を行う。なお、説明変数のうち年収については、世帯員１人当たり年収

を用いて行う。さらに、第１類費については、年齢区分別の世帯人員数

ではなく、第２類費と同様の回帰式を用いる。この時の回帰式は次頁の

表のとおりである。 
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・第１類費、第２類費相当支出（N = 6603） 
     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  （有意水準は *** : p<0.001  ** : p<0.01  * : p<0.05  †: p<0.1） 

  
○ また、指数化についても回帰式の係数を用いて指数化する。例えば第

１類費における３人世帯の、単身世帯を１とした指数については、
( . (世帯人員数)× ( . (世帯人員数の２乗))× ^ )を ( . × ( . )× ^ ) で除す

ることにより算出される。 
 

(4) 検証の結果 
 

○ 第１類費、第２類費別に世帯人員別の基準額の指数（単身世帯を１とした

もの）と上記(3)で算出した世帯人員別の消費の指数を比較したところ、次の

ようになった。 
      
     ア 実データを用いる場合 
 

    ・１類費 
 単身世帯 ２人世帯 ３人世帯 ４人世帯 ５人世帯 

消費の実態 1.00 1.71 2.15 2.40 2.84 
生活扶助基準 1.00 1.77 2.51 3.07 3.57 

 
・２類費 

 １級地１ １級地２ ２級地１ ２級地２ ３級地１ 
消費の実態 1.00 1.47 1.63 1.70 1.70 

生活扶助基準 1.00 1.23 1.45 1.51 1.61 

係数 係数
定数項 9.57 128.56 *** 9.85 55.48 ***

世帯人員数 0.55 31.87 *** 0.32 7.48 ***
世帯人員数の２乗 -0.04 -20.31 *** -0.02 -4.99 ***
１級地１ダミー 0.08 4.31 *** 0.08 1.64
１級地２ダミー 0.06 2.73 ** 0.05 1.55
２級地２ダミー 0.02 0.76 0.06 1.49
３級地１ダミー -0.07 -4.91 *** -0.02 -0.77

３級地２ダミー -0.12 -6.61 *** 0.03 1.04

ネット資産（貯蓄－負債） 0.00 15.92 *** 0.00 8.62 ***
家賃地代支出の自然対数 -0.01 -7.97 *** -0.02 -5.90 ***
世帯員一人当たり年収の自然対数 0.11 7.24 *** 0.04 1.03

F値 330.21 *** 56.19 ***
自由度調整済み決定係数 0.37 0.24

ｔ値

第１類費相当支出

ｔ値

第２類費相当支出
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     イ 回帰分析を用いる場合 
 

    ・１類費 
 単身世帯 ２人世帯 ３人世帯 ４人世帯 ５人世帯 

消費の実態 1.00 1.52 2.11 2.70 3.15 
生活扶助基準 1.00 1.77 2.51 3.07 3.57 

 
・２類費 

 １級地１ １級地２ ２級地１ ２級地２ ３級地１ 
消費の実態 1.00 1.28 1.56 1.81 2.00 

生活扶助基準 1.00 1.23 1.45 1.51 1.61 
 

○ この結果、ア（実データ）、イ（回帰分析）を用いる場合ともに、現行の

指数に比べ、第１類費については、世帯人員が増えるにつれて消費の実態の

方が世帯人員間の増加幅が小さくなるが、第２類費については、世帯人員が

増えるにつれて消費の実態の方が世帯人員間の増加幅が大きくなっている。 
 

○ また、第１類費については、２人世帯の指数に着目すると、現行の基準に

比べてア（実データ）の結果は近似するのに対して、イ（回帰分析）の結果

は指数に開きがある。第２類費については、現行の基準に比べて、ア（実デ

ータ）、イ（回帰分析）共に、全般的に消費の実態に基づく指数の方が高い

結果となっているが、ア（実データ）では、２人世帯、３人世帯の指数の差

が大きいのに対し、イ（回帰分析）は４人以上の多人数世帯の差が大きい。 
 

○ なお、ア（実データ）の第２類費の４人世帯の指数については、計測結果

が３人世帯の指数を下回るため、平成 24 年検証と同様の手法により、４人

世帯以外の情報を用いて得られる指数の近似曲線の式（世帯人員別指数＝

. 人員数
.

 = 0.88）を用いて算出した。 
 
 
６ 母子加算の検証 
 

  (1) 検証の考え方 
 

○ ひとり親世帯のかかり増し費用について、ふたり親世帯とひとり親世帯の

消費実態の差に着目して検証を行う。 
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  (2) 検証に用いるデータ 
 

○ 夫婦子１人世帯及びひとり親（子１人）世帯とする。なお、Ⅴの１と同様、

生活保護世帯と推察される世帯は除去している。 
 

(3) 検証の方法 
 

○ エンゲル係数を用いた分析の考え方に鑑み、固定的経費の支出割合が同程

度の世帯は、その厚生水準も同程度であるという仮定の下、ひとり親（子１

人）世帯が、夫婦子１人世帯の厚生水準と同程度の厚生水準を達成するため

に必要な消費水準を回帰式により推計する。この消費水準とひとり親（子１

人）世帯における第１類費、第２類費の合計との差額を母子加算と位置づけ、

母子加算の額を検証する。 
 

   ア 回帰式の推定 
 

○ 固定的経費の支出割合に与える主な要素としては、世帯構成や消費支出

に加え、持ち家の有無の状況等が考えられる。このようなことを考慮し、

固定的経費の支出割合を被説明変数とする回帰式を推定した結果は次の

表のとおりである。 
 

        ・固定的経費の支出割合（N = 3784） 
 
 
 
 
 
 
 

  （有意水準は *** : p<0.001  ** : p<0.01  * : p<0.05  †: p<0.1） 

 
  (4) 検証の結果 
 

○ Ⅴの１(4)エのとおり、夫婦子１人世帯は消費支出階級第 11・五十分位値

で消費構造が変化しており、第１１・五十分位値における固定的経費の支出

割合（理論値）は 52.6％となっている。 

係数

定数項 3.13 69.86 ***

消費支出の自然対数 -0.21 -57.52 ***

持ち家ダミー -0.15 -43.59 ***

ひとり親ダミー -0.05 -8.60 ***

Ｆ値 1791.5 ***

自由度調整済み決定係数 0.59

t 値
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○ ひとり親（子１人）世帯の固定的経費の支出割合は夫婦子１人世帯の同程

度とし、ひとり親（子１人）世帯の持ち家の保有割合は 37.3％であることか

ら、夫婦子１人世帯と同程度の厚生水準であるために必要なひとり親（子１

人）世帯の消費水準は、回帰式から ( . . ( . )× . ( . ))/( . )で算

出される。さらに、ひとり親（子１人）世帯における消費支出に占める生活

扶助相当支出の割合は 73.2％であることから、ひとり親（子１人）世帯が夫

婦子１人世帯と同程度の生活水準となるために必要な生活扶助相当支出額

はとしては約 13 万円となる。 
 
＜参考＞本部会資料 
 以下の厚生労働省ホームページのＵＲＬを参照 
 http://www.mhlw.go.jp/・・・・ 
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